
変更のある箇所に☑と記入。
変更しない箇所の記入は不要です。

認定理由変更等に伴い、保育時間や認定終
了日が変わる場合は必ず記入してください。

認定理由を変更する場合は裏面もご記入ください。

表面認定理由の変更の際は、該当の書類を添付して
ください。

認定を受け保育園等に通う、お子さんにひとり
に対しのひとつの申請が必要です。

こども保育課からの通知の宛名などで確認できます。

毎月1日から変更。

変更を希望する月の前月15日までに申請が必要です。
やむを得ず期日を過ぎる場合はご相談ください。
前月末を過ぎた場合は、その翌月からの変更となります。
※認定区分（1号⇔2号）の変更申請の締切は前月10日
（休みの場合は直前の平日）です。

クラス年齢

届出内容により追加で書類の提出をお願いする場合があります。


